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令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率の審査について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第3条第1項

及び第 22 条第 1 項の規定により、令和 3 年 7 月 26 日付け財第４６号をもって審査

に付された令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定

の基礎となる事項を記載した書類について審査した結果、別紙のとおり意見書を提出

します。
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第１ 令和２年度決算に基づく健全化判断比率に係る審査意見書第１ 令和２年度決算に基づく健全化判断比率に係る審査意見書第１ 令和２年度決算に基づく健全化判断比率に係る審査意見書第１ 令和２年度決算に基づく健全化判断比率に係る審査意見書

１ 審査の対象１ 審査の対象１ 審査の対象１ 審査の対象

知事から提出された令和２年度決算に基づく実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率及び将来負担比率（以下、これらを「健全化判断比率」という｡）

並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を対象に審査を実施した。

２ 審査の方法２ 審査の方法２ 審査の方法２ 審査の方法

この健全化判断比率の審査に当たっては、奈良県監査基準（令和2年3月10日決定）

に準拠し、

(１) 健全化判断比率は、法令等に照らし、適正に算定されているか

(２) その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されているか

を主眼として、決算諸表、帳簿及び証拠書類との照合等を行うとともに、地方公社

の現地調査、関係部局からの説明の聴取を行うなどの方法により、審査を実施した。

３ 審査の結果３ 審査の結果３ 審査の結果３ 審査の結果

審査に付された健全化判断比率は適正に算定されており、その算定の基礎となる

事項を記載した書類は適正に作成されていると認められる。

健全化判断比率は次のとおりである。

(１) 実質赤字比率は、実質収支が黒字であり、算定されない。

(２) 連結実質赤字比率は、連結実質収支が黒字であり、算定されない。

(３) 実質公債費比率は、8.5％となっており、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律施行令第7条に定める数値(以下「早期健全化基準」という｡)の25％を

下回っている。

(４) 将来負担比率は、137.4％となっており、早期健全化基準の400％を下回って

いる。比 率 名 令和２年度 令和元年度 平成 30年度 早期健全化基準実 質 赤 字 比 率 － － － 3.75 ％連結実質赤字比率 － － － 8.75 ％実 質 公 債 費 比 率 8.5 ％ 8.7 ％ 9.7％ 25 ％将 来 負 担 比 率 137.4 ％ 156.0 ％ 152.7 ％ 400 ％
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第２ 令和２年度決算に基づく資金不足比率に係る審査意見書第２ 令和２年度決算に基づく資金不足比率に係る審査意見書第２ 令和２年度決算に基づく資金不足比率に係る審査意見書第２ 令和２年度決算に基づく資金不足比率に係る審査意見書

１ 審査の対象１ 審査の対象１ 審査の対象１ 審査の対象

知事から提出された令和２年度公営企業会計の決算に基づく資金不足比率及び

その算定の基礎となる事項を記載した書類を対象に審査を実施した。

２ 審査の方法２ 審査の方法２ 審査の方法２ 審査の方法

この資金不足比率の審査に当たっては、奈良県監査基準（令和2年3月10日決定）

に準拠し、

(１) 資金不足比率は、法令等に照らし、適正に算定されているか

(２) その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されているか

を主眼として、決算諸表、帳簿及び証拠書類との照合等を行うとともに、関係部局

からの説明の聴取を行うなどの方法により、審査を実施した。

３ 審査の結果３ 審査の結果３ 審査の結果３ 審査の結果

審査に付された資金不足比率は適正に算定されており、その算定の基礎となる事

項を記載した書類は適正に作成されていると認められる。

奈良県水道用水供給事業費特別会計、奈良県流域下水道事業費特別会計及び奈良

県中央卸売市場事業費特別会計において、それぞれ資金不足額はなく、資金不足比

率は算定されない。比率名 会 計 名 令和２年度 令和元年度 平成 30年度 経営健全化基準奈良県水道用水供 － － －給事業費特別会計奈良県流域下水道 ２０ ％－ － －事業費特別会計奈良県中央卸売市 － － －場事業費特別会計
資金不足比率
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第１の１　実質赤字比率

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等（（（（注1注1注1注1））））をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした実質赤字額実質赤字額実質赤字額実質赤字額のののの標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模（（（（注2注2注2注2））））にににに対対対対するするするする比率比率比率比率

【計算式】

実質赤字比率(%) ＝

会計等に係る実質赤字は発生していない。

令和２年度の 実質赤字が発生していな

実質赤字比率(%) 　 いため、算定されない。

　　福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、

　財政運営の悪化の度合いを示す指標

令和２年度の一般会計等に係る実質収支額は1,520,173千円の黒字となり、一般

◎◎◎◎　　　　令和令和令和令和２２２２年度年度年度年度　　　　一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等にににに係係係係るるるる実質収支額実質収支額実質収支額実質収支額 ［単位：千円］計(3)=(4)+(5)+(6)-(7) 繰越明許費繰越額 (4) 事故繰越額(5) 事業繰越額(6) 左記に係る未収入特定財源 (7)626,857,372 621,255,316 4,296,362 68,187,801 259,255 0 64,150,694 1,305,694公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計 12,009,040 12,009,040 0 0 0 0 0 0自動車駐車場及び自動車乗降場費特別会計 187,885 170,650 0 0 0 0 0 17,235母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 224,147 55,441 168,706 0 0 168,706 0 0農業改良資金貸付金特別会計 78,571 31,296 47,275 0 0 47,275 0 0中小企業振興資金貸付金特別会計 1,305,109 320,093 985,016 0 0 985,016 0 0証紙収入特別会計 2,803,933 2,606,689 0 0 0 0 0 197,244林業改善資金貸付金特別会計 289,302 93,367 195,935 0 0 195,935 0 0公債管理特別会計 139,615,472 139,615,472 0 0 0 0 0 0育成奨学金貸付金特別会計 1,233,400 62,604 1,170,796 0 0 1,170,796 0 0地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計 6,715,643 6,715,643 0 0 0 0 0 0791,319,874 782,935,611 6,864,090 68,187,801 259,255 2,567,728 64,150,694 1,520,173◎◎◎◎　　　　標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模 ［単位：千円］ (B)

翌年度に繰り越すべき財源会計名 歳出総額(2)

327,775,455

一般会計
合　　　計

実質収支額(1)-(2)-(3)

金　　　額

歳入総額(1)一般会計等に属する特別会計
(注2) 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいう。なお、地方財政法施行令附則第10条第２項の規定により、臨時財政対策債（地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第５条の特例として発行される地方債）の発行可能額も含まれている。(注1) 一般会計及び特別会計（公営事業会計を除く）

一般会計等に係る実質赤字額(A)

標準財政規模(B)

＝

322,775,455 千円

＝

(A)
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第１の２　連結実質赤字比率全会計全会計全会計全会計（（（（注3注3注3注3））））をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした実質赤字実質赤字実質赤字実質赤字（（（（又又又又はははは資金資金資金資金のののの不足額不足額不足額不足額））））のののの標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模にににに対対対対するするするする比率比率比率比率
【計算式】 連結実質赤字額(A)+(B)+(C)+(D)連結実質赤字比率(%) ＝

令和２年度の連結実質赤字比率(%)  ＝ 　　　＝千円

(注3)　一般会計及び公営事業会計を含む特別会計

標準財政規模(E)令和２年度の全会計に係る実質収支額又は資金収支額の合計は34,304,264千円の黒字となり、連結実質赤字は発生していない。327,775,455

　　全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化　し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標
連結実質赤字が発生していないため、算定されない。◎◎◎◎　　　　令和令和令和令和２２２２年度年度年度年度　　　　一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等にににに係係係係るるるる実質収支額実質収支額実質収支額実質収支額 ［単位：千円］計(3)=(4)+(5)+(6)-(7) 繰越明許費繰越額 (4) 事故繰越額(5) 事業繰越額(6) 左記に係る未収入特定財源 (7)626,857,372 621,255,316 4,296,362 68,187,801 259,255 0 64,150,694 1,305,694公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計 12,009,040 12,009,040 0 0 0 0 0 0自動車駐車場及び自動車乗降場費特別会計 187,885 170,650 0 0 0 0 0 17,235母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 224,147 55,441 168,706 0 0 168,706 0 0農業改良資金貸付金特別会計 78,571 31,296 47,275 0 0 47,275 0 0中小企業振興資金貸付金特別会計 1,305,109 320,093 985,016 0 0 985,016 0 0証紙収入特別会計 2,803,933 2,606,689 0 0 0 0 0 197,244林業改善資金貸付金特別会計 289,302 93,367 195,935 0 0 195,935 0 0公債管理特別会計 139,615,472 139,615,472 0 0 0 0 0 0育成奨学金貸付金特別会計 1,233,400 62,604 1,170,796 0 0 1,170,796 0 0地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計 6,715,643 6,715,643 0 0 0 0 0 0791,319,874 782,935,611 6,864,090 68,187,801 259,255 2,567,728 64,150,694 1,520,173◎◎◎◎　　　　一般会計等以外一般会計等以外一般会計等以外一般会計等以外のののの特別会計特別会計特別会計特別会計のうちのうちのうちのうち公営企業公営企業公営企業公営企業にににに係係係係るるるる特別会計以外特別会計以外特別会計以外特別会計以外のののの特別会計特別会計特別会計特別会計にににに係係係係るるるる実質収支額実質収支額実質収支額実質収支額 ［単位：千円］計(3)=(4)+(5)+(6)-(7) 繰越明許費繰越額 (4) 事故繰越額(5) 事業繰越額(6) 左記に係る未収入特定財源 (7)18,806,343 18,656,731 0 0 0 0 0 149,612128,077,237 122,064,487 0 0 0 0 0 6,012,750146,883,580 140,721,218 0 0 0 0 0 6,162,362◎◎◎◎　　　　公営企業会計公営企業会計公営企業会計公営企業会計（（（（法適用企業法適用企業法適用企業法適用企業））））にににに係係係係るるるる資金収支額資金収支額資金収支額資金収支額26,913,401 0 4,797,003 2,329,7873,880,737 369,386 2,934,143 1,594,34130,794,138 369,386 7,731,146 3,924,128◎◎◎◎　　　　公営企業会計公営企業会計公営企業会計公営企業会計（（（（法非適用企業法非適用企業法非適用企業法非適用企業））））にににに係係係係るるるる資金収支額資金収支額資金収支額資金収支額 ［単位：千円］計(3)=(4)+(5)+(6)-(7) 繰越明許費繰越額 (4) 事故繰越額(5) 事業繰越額(6) 左記に係る未収入特定財源 (7)849,927 845,932 0 0 0 3,995849,927 845,932 0 0 0 0 0 3,995◎◎◎◎　　　　標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模 ［単位：千円］  (E)

流動負債(3) 資金収支額(1)-(2)-(3)+(4)24,446,1852,171,54926,617,734控除企業債等(4)歳出額(2)
国民健康保険事業費特別会計合　　　計会　　計　　名 流動資産(1) 控除財源等(2)合　　　計 資金収支額(1)-(2)-(3)

金　　　額中央卸売市場事業費特別会計合　　　計会　　計　　名 歳入額(1)
327,775,455

翌年度に繰り越すべき財源(A)+(B)+(C)+(D)=34,304,264(A)+(B)+(C)+(D)=34,304,264(A)+(B)+(C)+(D)=34,304,264(A)+(B)+(C)+(D)=34,304,264千円千円千円千円

県営競輪事業費特別会計会　　計　　名 翌年度に繰り越すべき財源
一般会計等に属する特別会計

実質収支額(1)-(2)-(3)合　　　計
水道用水供給事業費特別会計流域下水道事業費特別会計 ［単位：千円］

歳出総額(2) 翌年度に繰り越すべき財源

歳出総額(2)

実質収支額(1)-(2)-(3)会計名一般会計 歳入総額(1)

歳入総額(1) (A)
(B)(C)
(D)
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第１の３　実質公債費比率一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等がががが負担負担負担負担するするするする元利償還金等元利償還金等元利償還金等元利償還金等（（（（注4注4注4注4））））のののの標準財政規模等標準財政規模等標準財政規模等標準財政規模等（（（（注5注5注5注5））））にににに対対対対するするするする比率比率比率比率
【計算式】

［単位：千円］

(注４)　一般会計等、公営事業会計及び一部事務組合等が対象(注５)　標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額

　　地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)の返済額やこれに準ずるものの額の大きさを指標化し、　資金繰りの度合いを示す指標（3ヶ年平均）
実質公債費比率(%) ＝   （右の値の３ヶ年平均） （地方債の元利償還金(A)＋準元利償還金(B)）－（特定財源(C)＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額(D)）標準財政規模(E)－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額(D）

［単位：千円］令和2年度 令和元年度 平成30年度地方債の元利償還金（繰上償還額等を除く）  (A) 66,699,349 68,216,940 69,338,256準元利償還金 (B) 10,020,577 7,768,716 7,426,003満期一括償還地方債の元金償還相当額等 9,284,956 7,351,747 6,940,231公営企業債の償還に充てたと認められる繰出金 207,433 6,018 75,805239,159 228,249 226,017公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出 289,029 182,702 183,950一時借入金の利子 0 0 0特定財源（公営住宅等使用料等） (C) 817,929 778,309 1,272,846元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 (D) 51,416,677 52,809,389 52,604,417標準財政規模 (E) 327,775,455 322,377,349 322,165,901
一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金

区　　　　　分
%

令和2年度 令和元年度 平成30年度　令和2年度の　実質公債費比率(%) 24,485,320 22,397,958 22,886,996　(３ヶ年平均) 276,358,778 269,567,960 269,561,484＝　（ ＋ ＋ ）÷３＝ 8.5

）÷３
8.85998 % 8.30884 %

 ×100  ×100（
8.49045 %

 ×100＋ ＋＝
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第１の４　将来負担比率一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等がががが将来負担将来負担将来負担将来負担すべきすべきすべきすべき実質的実質的実質的実質的なななな負債負債負債負債（（（（注6注6注6注6））））のののの標準財政規模等標準財政規模等標準財政規模等標準財政規模等にににに対対対対するするするする比率比率比率比率
【計算式】 将来負担比率(%) ＝

379,805,552 千円276,358,778 千円

(注6)　一般会計等、公営事業会計、一部事務組合等に加え、地方公社・第3セクター等も対象

　　地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等　の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標
 令和２年度の 将来負担比率(%) ＝ × 100 ＝ 137.4%

将来負担額(A)－充当可能財源等(B)標準財政規模(C)－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額(D)
◎◎◎◎　　　　令和令和令和令和２２２２年度年度年度年度　　　　将来負担額将来負担額将来負担額将来負担額 ［単位：千円］区　　　　分 会計名等 金　　額地方債の現在高 一般会計 979,261,337公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計 30,875,169母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 584,745農業改良資金貸付金特別会計 49,100中小企業振興資金貸付金特別会計 1,546,330地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計 39,285,621計 1,051,602,302債務負担行為に基づく支出予定額 一般会計 5,296,617公営企業債等繰入見込額 水道用水供給事業費特別会計 0流域下水道事業費特別会計 897,805中央卸売市場事業費特別会計 273,732計 1,171,537一部事務組合等負担等見込額 南和広域医療企業団 1,791,344関西広域連合 390計 1,791,734退職手当負担見込額 一般会計 88,500,587土地開発公社 0公立大学法人奈良県立医科大学 2,074,325地方独立行政法人奈良県立病院機構 13,111,868公立大学法人奈良県立大学 0（公財）奈良県地域産業振興センター 0計 15,186,1931,163,548,970◎◎◎◎　　　　充当可能財源等充当可能財源等充当可能財源等充当可能財源等 ［単位：千円］金　　額158,606,0829,905,599615,231,737783,743,418◎◎◎◎　　　　標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模 ［単位：千円］327,775,455◎◎◎◎　　　　元利償還金元利償還金元利償還金元利償還金・・・・準元利償還金準元利償還金準元利償還金準元利償還金にににに係係係係るるるる基準財政需要額算入額基準財政需要額算入額基準財政需要額算入額基準財政需要額算入額 ［単位：千円］51,416,677

合　　　　　　　計区　　　　分地方債の償還額等に充当可能な基金
地方公社・第３セクター等の負債額等負担見込額
地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額

金　　　　　　額
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額合　　　　　　計金　　　　　　額

(A)
(B)(C)(D)
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第２の１　資金不足比率

公営企業公営企業公営企業公営企業ごとのごとのごとのごとの資金不足額資金不足額資金不足額資金不足額のののの事業規模事業規模事業規模事業規模にににに対対対対するするするする比率比率比率比率

【計算式】

資金の不足額(A)

資金不足比率(%)　 ＝

 事業の規模(B)

令和令和令和令和２２２２年度年度年度年度のののの公営企業公営企業公営企業公営企業ごとのごとのごとのごとの資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率

　○　水道用水供給事業

千円

　○　流域下水道事業

千円

　○　中央卸売市場事業

千円487,009

　　　　資金不足は発生していない

　　　　中央卸売市場事業に係る資金収支額は3,995千円の黒字となり、　　　　資金不足は発生していない
＝

＝

　　　　資金不足は発生していない

　　公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化

　し、経営状態の悪化の度合いを示す指標

＝

10,038,000

6,464,390

　　　　水道用水供給事業に係る資金収支額は24,446,185千円の黒字となり、
　　　　流域下水道事業に係る資金収支額は2,171,549千円の黒字となり、資金不足が発生していな

いため、算定されない

資金不足が発生していな

いため、算定されない

資金不足が発生していな

いため、算定されない◎◎◎◎　　　　資金資金資金資金のののの不足額不足額不足額不足額 ［単位：千円］水道用水供給事業費特別会計 26,913,401 0 4,797,003 2,329,787流域下水道事業費特別会計 3,880,737 369,386 2,934,143 1,594,341◎◎◎◎　　　　資金資金資金資金のののの不足額不足額不足額不足額 ［単位：千円］計(3)=(4)+(5)+(6)-(7) 繰越明許費繰越額 (4) 事故繰越額(5) 事業繰越額(6) 左記に係る未収入特定財源 (7)中央卸売市場事業費特別会計 849,927 845,932 0 0 0 3,995◎◎◎◎　　　　事業事業事業事業のののの規模規模規模規模 ［単位：千円］会計名 営業収益等(1) 受託工事収益(2) 事業の規模(1)-(2)水道用水供給事業費特別会計 10,038,123 123 10,038,000流域下水道事業費特別会計 6,464,390 0 6,464,390中央卸売市場事業費特別会計 487,009 0 487,009
資金収支額(1)-(2)-(3)法非適用企業会計名 歳入額(1) 歳出額(2) 翌年度に繰り越すべき財源2,171,549資金収支額(1)-(2)-(3)+(4)24,446,185法適用企業会計名 流動資産(1) 控除企業債等(4)控除財源等(2) 流動負債(3) (A1)(A2)

(A3)
(B2)(B1)(B3)
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○　一般会計一般会計一般会計一般会計○　特別会計（公営事業会計を除く）・　公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計・　公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計・　公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計・　公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計・　奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計・　奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計・　奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計・　奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計・　奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計・　奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計・　奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計・　奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計・　奈良県農業改良資金貸付金特別会計・　奈良県農業改良資金貸付金特別会計・　奈良県農業改良資金貸付金特別会計・　奈良県農業改良資金貸付金特別会計・　奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計・　奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計・　奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計・　奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計・　奈良県証紙収入特別会計・　奈良県証紙収入特別会計・　奈良県証紙収入特別会計・　奈良県証紙収入特別会計・　奈良県林業改善資金貸付金特別会計・　奈良県林業改善資金貸付金特別会計・　奈良県林業改善資金貸付金特別会計・　奈良県林業改善資金貸付金特別会計・　奈良県公債管理特別会計・　奈良県公債管理特別会計・　奈良県公債管理特別会計・　奈良県公債管理特別会計・　奈良県育成奨学金貸付金特別会計・　奈良県育成奨学金貸付金特別会計・　奈良県育成奨学金貸付金特別会計・　奈良県育成奨学金貸付金特別会計・　地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計・　地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計・　地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計・　地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計○　地方財政法上の公営企業以外の事業かつ地方公営企業法の非適用事業・　奈良県営競輪事業費特別会計・　奈良県営競輪事業費特別会計・　奈良県営競輪事業費特別会計・　奈良県営競輪事業費特別会計・　奈良県国民健康保険事業費特別会計・　奈良県国民健康保険事業費特別会計・　奈良県国民健康保険事業費特別会計・　奈良県国民健康保険事業費特別会計○　地方財政法上の公営企業かつ地方公営企業法の非適用事業・　奈良県中央卸売市場事業費特別会計・　奈良県中央卸売市場事業費特別会計・　奈良県中央卸売市場事業費特別会計・　奈良県中央卸売市場事業費特別会計○　地方公営企業法の適用事業・　奈良県水道用水供給事業費特別会計・　奈良県水道用水供給事業費特別会計・　奈良県水道用水供給事業費特別会計・　奈良県水道用水供給事業費特別会計・　奈良県流域下水道事業費特別会計・　奈良県流域下水道事業費特別会計・　奈良県流域下水道事業費特別会計・　奈良県流域下水道事業費特別会計○　一部事務組合・広域連合・　南和広域医療企業団・　南和広域医療企業団・　南和広域医療企業団・　南和広域医療企業団・　関西広域連合・　関西広域連合・　関西広域連合・　関西広域連合○　土地開発公社・　奈良県土地開発公社・　奈良県土地開発公社・　奈良県土地開発公社・　奈良県土地開発公社○　地方独立行政法人・　公立大学法人奈良県立医科大学・　公立大学法人奈良県立医科大学・　公立大学法人奈良県立医科大学・　公立大学法人奈良県立医科大学・　地方独立行政法人奈良県立病院機構・　地方独立行政法人奈良県立病院機構・　地方独立行政法人奈良県立病院機構・　地方独立行政法人奈良県立病院機構・　公立大学法人奈良県立大学・　公立大学法人奈良県立大学・　公立大学法人奈良県立大学・　公立大学法人奈良県立大学○　第三セクター（損失補償債務のある設立法人）・　（公財）奈良県地域産業振興センター・　（公財）奈良県地域産業振興センター・　（公財）奈良県地域産業振興センター・　（公財）奈良県地域産業振興センター

一部事務組合等一部事務組合等一部事務組合等一部事務組合等
　地方公社・第３セ　地方公社・第３セ　地方公社・第３セ　地方公社・第３セ  クター等  クター等  クター等  クター等

一般会計等一般会計等一般会計等一般会計等
公営事業会計公営事業会計公営事業会計公営事業会計
公営企業会計公営企業会計公営企業会計公営企業会計

実実実実質質質質赤赤赤赤字字字字比比比比率率率率 連連連連結結結結実実実実質質質質赤赤赤赤字字字字比比比比率率率率 実実実実質質質質公公公公債債債債費費費費比比比比率率率率 公営企業ごとに算定

健全化判断比率等の対象範囲（令和２年度決算）

将将将将来来来来負負負負担担担担比比比比率率率率 資資資資金金金金不不不不足足足足比比比比率率率率

地地地地方方方方公公公公共共共共団団団団体体体体
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■ 早期健全化基準等（都道府県）

（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２条及び第２３条、同法施行令第７条、第８条及び第１９条に規定）早期健全化基準等について

１１１１ 早期健全化基準早期健全化基準早期健全化基準早期健全化基準とはとはとはとは地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準である。地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、「財政健全化計画」を議会の議決を経て定め、速やかに公表し、総務大臣へ報告しなければならず、さらに、毎年度、その実施状況を議会へ報告し、公表しなければならない。実施状況を踏まえ、総務大臣は必要な勧告をすることができる。２２２２ 財政再生基準財政再生基準財政再生基準財政再生基準とはとはとはとは地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準である。地方公共団体は、健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた３つの指標のいずれかが財政再生基準以上である場合には、「財政再生計画」を議会の議決を経て定め、速やかに公表しなければならない。なお「財政再生計画」に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、原則として地方債の起債ができない。また、計画に適合しない財政運営であると認められる場合等において、総務大臣は予算の変更等必要な措置を勧告することができる。

早期健全化基準 財政再生基準

①　実質赤字比率 3.75% 5%

②　連結実質赤字比率 8.75% 15%

③　実質公債費比率 25% 35%

④　将来負担比率 400% －

○　資金不足比率

経営健全化基準

20%

３３３３ 経営健全化基準経営健全化基準経営健全化基準経営健全化基準とはとはとはとは地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準である。地方公共団体は、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、公営企業の「経営健全化計画」を議会の議決を経て定め、速やかに公表し、総務大臣へ報告しなければならず、さらに、毎年度、その実施状況を議会へ報告し、公表しなければならない。実施状況を踏まえ、総務大臣は必要な勧告をすることができる。－ 7 －


